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追
手
町
七
番
五
号

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局

大

沼

郡

同

同

東
白
川
郡

白
河
市
昭
和
町
二
六
九
番
地

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局

石

川

郡

郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番
一
号

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
〇
番

双

葉

郡

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局

地

立
候
補
の
届
出
を
受
理
す
る
場
所

選

挙

区

立

候

補

の

届

出

を

受

理

す

る

場

所

ウ
ィ
ル
福
島
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー

福

島

市

福
島
市
鎌
田
字
卸
町
一
〇
番
地
の
一

ル
Ｂ

会
津
若
松
市
生
涯
学
習
総
合
セ
ン
タ
ー

会
津
若
松
市

会
津
若
松
市
栄
町
三
番
五
〇
号

三
階
研
修
室
五

郡
山
市
役
所
西
庁
舎
五
階
会
議
室
五
―

郡

山

市

郡
山
市
朝
日
一
丁
目
二
三
番
七
号

一
―
一
及
び
会
議
室
五
―
一
―
二

福
島
県
い
わ
き
合
同
庁
舎
四
階
大
会

い
わ
き
市

い
わ
き
市
平
字
梅
本
一
五
番
地

議
室

白

河

市

白
河
市
八
幡
小
路
七
番
地
一

白
河
市
役
所
正
庁

西
白
河
郡

須
賀
川
市

岩
瀬
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
多
目

須
賀
川
市
柱
田
字
中
地
前
二
二
番
地

岩

瀬

郡

的
ホ
ー
ル

喜
多
方
市

喜
多
方
市
字
御
清
水
東
七
二
四
四
番
地

喜
多
方
市
役
所
三
階
第
一
会
議
室

耶

麻

郡

二

相

馬

市

相
馬
市
中
村
字
大
手
先
一
三
番
地

相
馬
市
役
所
正
庁

相
馬
郡
新
地
町

二
本
松
市

二
本
松
市
金
色
四
〇
三
番
地
一

二
本
松
市
役
所
正
庁
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田

村

市

田
村
市
船
引
町
船
引
字
畑
添
七
六
番
地

田
村
市
役
所
一
〇
七
多
目
的
ホ
ー
ル

田

村

郡

二

南
相
馬
市

南
相
馬
市
原
町
区
本
町
二
丁
目
二
七
番

南
相
馬
市
役
所
正
庁

相
馬
郡
飯
舘
村

地

伊

達

市

伊
達
市
保
原
町
字
舟
橋
一
八
〇
番
地

伊
達
市
役
所
一
階
大
会
議
室

伊

達

郡

本

宮

市

本
宮
市
本
宮
字
万
世
二
一
二
番
地

本
宮
市
役
所
三
階
大
会
議
室

安

達

郡

南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
根
小
屋
甲

福
島
県
南
会
津
合
同
庁
舎
二
階
会
議

南
会
津
郡

四
二
七
七
番
地
一

室福
島
県
会
津
若
松
合
同
庁
舎
新
館
二

河

沼

郡

会
津
若
松
市
追
手
町
七
番
五
号

階
大
会
議
室

大

沼

郡

同

同福
島
県
白
河
合
同
庁
舎
三
階
三
〇
三

東
白
川
郡

白
河
市
昭
和
町
二
六
九
番
地

会
議
室

福
島
県
郡
山
合
同
庁
舎
本
庁
舎
三
階

石

川

郡

郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番
一
号

第
一
会
議
室

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
〇
番

福
島
県
南
相
馬
合
同
庁
舎
仮
設
大
会

双

葉

郡

地

議
室

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
六
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
次
の
一
に
掲
げ
る
諸

届
出
を
受
理
す
る
場
所
を
次
の
二
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

届
出
の
種
類

１

選
挙
事
務
所
の
設
置
及
び
異
動
の
届
出

２

出
納
責
任
者
の
選
任
及
び
異
動
の
届
出

３

報
酬
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
届
出

二

届
出
を
受
理
す
る
場
所

選

挙

区

届

出

を

受

理

す

る

場

所

福

島

市

福
島
市
五
老
内
町
三
番
一
号

福
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

会
津
若
松
市

会
津
若
松
市
栄
町
五
番
一
七
号

会
津
若
松
市
選
挙
管
理
委
員
会

郡

山

市

郡
山
市
朝
日
一
丁
目
二
三
番
七
号

郡
山
市
選
挙
管
理
委
員
会

い
わ
き
市

い
わ
き
市
平
字
堂
根
町
四
番
地
の
八

い
わ
き
市
選
挙
管
理
委
員
会

白

河

市

白
河
市
八
幡
小
路
七
番
地
一

白
河
市
選
挙
管
理
委
員
会

西
白
河
郡

須
賀
川
市

須
賀
川
市
柱
田
字
中
地
前
二
二
番
地

須
賀
川
市
選
挙
管
理
委
員
会

岩

瀬

郡

喜
多
方
市

喜
多
方
市
字
御
清
水
東
七
二
四
四
番
地

喜
多
方
市
選
挙
管
理
委
員
会

耶

麻

郡

二

相

馬

市

相
馬
市
中
村
字
大
手
先
一
三
番
地

相
馬
市
選
挙
管
理
委
員
会

相
馬
郡
新
地
町

二
本
松
市

二
本
松
市
金
色
四
〇
三
番
地
一

二
本
松
市
選
挙
管
理
委
員
会

田

村

市

田
村
市
船
引
町
船
引
字
畑
添
七
六
番
地

田
村
市
選
挙
管
理
委
員
会

田

村

郡

二

南
相
馬
市

南
相
馬
市
原
町
区
本
町
二
丁
目
二
七
番

南
相
馬
市
選
挙
管
理
委
員
会

相
馬
郡
飯
舘
村

地

伊

達

市

伊
達
市
保
原
町
字
舟
橋
一
八
〇
番
地

伊
達
市
選
挙
管
理
委
員
会

伊

達

郡

本

宮

市

本
宮
市
本
宮
字
万
世
二
一
二
番
地

本
宮
市
選
挙
管
理
委
員
会

安

達

郡
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南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
根
小
屋
甲

南
会
津
郡

福
島
県
南
会
津
地
方
振
興
局

四
二
七
七
番
地
一

河

沼

郡

会
津
若
松
市
追
手
町
七
番
五
号

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局

大

沼

郡

同

同

東
白
川
郡

白
河
市
昭
和
町
二
六
九
番
地

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局

石

川

郡

郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番
一
号

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
〇
番

双

葉

郡

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局

地

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
つ
き
、
各
選
挙
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

選

挙

区

選

挙

会

の

場

所

選
挙
会
の
日
時

福
島
市
仁
井
田
字
西
下
川

福
島
市
国
体
記
念
体

平
成
二
七
年
一
一
月
一
五
日

福

島

市

原
四
一
番
地
の
一

育
館

午
後
九
時
三
〇
分

会
津
若
松
市
城
東
町
一
四

平
成
二
七
年
一
一
月
一
五
日

会
津
若
松
市

鶴
ヶ
城
体
育
館

番
五
一
号

午
後
八
時

郡
山
市
豊
田
町
三
番
一
〇

平
成
二
七
年
一
一
月
一
五
日

郡

山

市

郡
山
総
合
体
育
館

号

午
後
九
時
三
〇
分

い
わ
き
市
平
下
荒
川
字
南

い
わ
き
市
立
総
合
体

平
成
二
七
年
一
一
月
一
五
日

い
わ
き
市

作
一
〇
〇
番
地

育
館

午
後
八
時

白

河

市

白
河
市
八
幡
小
路
七
番
地

白
河
市
役
所
地
下
第

平
成
二
七
年
一
一
月
一
七
日

西
白
河
郡

一

一
会
議
室

午
前
一
〇
時

岩
瀬
農
村
環
境
改
善

須
賀
川
市

須
賀
川
市
柱
田
字
中
地
前

セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー

同

岩

瀬

郡

二
二
番
地

ル

喜
多
方
市

喜
多
方
市
字
御
清
水
東
七

喜
多
方
市
役
所
三
階

同

耶

麻

郡

二
四
四
番
地
二

第
一
会
議
室

相

馬

市

相
馬
市
中
村
字
大
手
先
一

相
馬
市
役
所
第
三
委

同

相
馬
郡
新
地
町

三
番
地

員
会
室

二
本
松
市
榎
戸
一
丁
目
九

二
本
松
文
化
セ
ン
タ
ー

平
成
二
七
年
一
一
月
一
五
日

二
本
松
市

二
番
地

（
青
年
の
家
体
育
室
）

午
後
八
時

田

村

市

田
村
市
船
引
町
船
引
字
畑

田
村
市
役
所
二
〇
三

平
成
二
七
年
一
一
月
一
七
日

田

村

郡

添
七
六
番
地
二

会
議
室

午
前
一
〇
時

南
相
馬
市

南
相
馬
市
原
町
区
本
町
二

南
相
馬
市
役
所
正
庁

同

相
馬
郡
飯
舘
村

丁
目
二
七
番
地

伊

達

市

伊
達
市
保
原
町
字
舟
橋
一

伊
達
市
役
所
二
階
会

同

伊

達

郡

八
〇
番
地

議
室
二

本

宮

市

本
宮
市
本
宮
字
万
世
二
一

本
宮
市
役
所
二
階
第

同

安

達

郡

二
番
地

三
会
議
室

南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島

福
島
県
南
会
津
合
同

南
会
津
郡

字
根
小
屋
甲
四
二
七
七
番

同

庁
舎
二
階
会
議
室

地
一

福
島
県
会
津
若
松
合

会
津
若
松
市
追
手
町
七
番

河

沼

郡

同
庁
舎
新
館
二
階
大

同

五
号

会
議
室

大

沼

郡

同

同

同

福
島
県
白
河
合
同
庁

白
河
市
昭
和
町
二
六
九
番

東
白
川
郡

舎
三
階
三
〇
三
会
議

同

地

室
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福
島
県
郡
山
合
同
庁

郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番

石

川

郡

舎
本
庁
舎
三
階
第
一

同

一
号

会
議
室

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一

福
島
県
南
相
馬
合
同

双

葉

郡

同

丁
目
三
〇
番
地

庁
舎
仮
設
大
会
議
室

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
次
の
選
挙
区
の
開
票

事
務
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
選
挙

会
場
に
お
い
て
選
挙
会
の
事
務
に
合
わ
せ
て
行
う
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

福
島
市
選
挙
区

会
津
若
松
市
選
挙
区

郡
山
市
選
挙
区

い
わ
き
市
選
挙
区

二
本
松
市
選
挙
区

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
順

序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

選

挙

区

場

所

日

時

福
島
県
消
防
会
館
三

平
成
二
七
年
一
一
月
五
日

福

島

市

福
島
市
中
町
五
番
二
一
号

階

午
後
六
時

福
島
県
会
津
若
松
合

会
津
若
松
市
追
手
町
七
番

会
津
若
松
市

同
庁
舎
新
館
二
階
大

同

五
号

会
議
室

福
島
県
郡
山
合
同
庁

郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番

郡

山

市

舎
本
庁
舎
三
階
第
一

同

一
号

会
議
室

い
わ
き
市
平
字
梅
本
一
五

福
島
県
い
わ
き
合
同

い
わ
き
市

同

番
地

庁
舎
四
階
大
会
議
室

福
島
県
白
河
合
同
庁

白

河

市

白
河
市
昭
和
町
二
六
九
番

舎
三
階
三
〇
三
会
議

同

西
白
河
郡

地

室福
島
県
郡
山
合
同
庁

須
賀
川
市

郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番

舎
本
庁
舎
三
階
第
一

同

岩

瀬

郡

一
号

会
議
室

福
島
県
会
津
若
松
合

喜
多
方
市

会
津
若
松
市
追
手
町
七
番

同
庁
舎
新
館
二
階
大

同

耶

麻

郡

五
号

会
議
室

相

馬

市

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一

福
島
県
南
相
馬
合
同

同

相
馬
郡
新
地
町

丁
目
三
〇
番
地

庁
舎
仮
設
大
会
議
室

福
島
県
消
防
会
館
三

二
本
松
市

福
島
市
中
町
五
番
二
一
号

同

階福
島
県
郡
山
合
同
庁

田

村

市

郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番

舎
本
庁
舎
三
階
第
一

同

田

村

郡

一
号

会
議
室

南
相
馬
市

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一

福
島
県
南
相
馬
合
同

同

相
馬
郡
飯
舘
村

丁
目
三
〇
番
地

庁
舎
仮
設
大
会
議
室

伊

達

市

福
島
県
消
防
会
館
三

福
島
市
中
町
五
番
二
一
号

同

伊

達

郡

階

本

宮

市

同

同

同

安

達

郡

南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島

福
島
県
南
会
津
合
同
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南
会
津
郡

字
根
小
屋
甲
四
二
七
七
番

同

庁
舎
二
階
会
議
室

地
一

福
島
県
会
津
若
松
合

会
津
若
松
市
追
手
町
七
番

河

沼

郡

同
庁
舎
新
館
二
階
大

同

五
号

会
議
室

大

沼

郡

同

同

同

福
島
県
白
河
合
同
庁

白
河
市
昭
和
町
二
六
九
番

東
白
川
郡

舎
三
階
三
〇
三
会
議

同

地

室福
島
県
郡
山
合
同
庁

郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番

石

川

郡

舎
本
庁
舎
三
階
第
一

同

一
号

会
議
室

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一

福
島
県
南
相
馬
合
同

双

葉

郡

同

丁
目
三
〇
番
地

庁
舎
仮
設
大
会
議
室

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に

ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
で
き
る
日
を
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二

第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

掲
示
開
始
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
広
野
町
議
会

議
員
一
般
選
挙
は
、
同
法
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行

の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
と
同
時
に
こ
れ
を
行
う
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
川
内
村
議
会

議
員
一
般
選
挙
は
、
同
法
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行

の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
と
同
時
に
こ
れ
を
行
う
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
大
熊
町
長
選

挙
及
び
大
熊
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
は
、
同
法
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年

十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
と
同
時
に
こ
れ
を
行
う
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
浪
江
町
長
選

挙
は
、
同
法
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議

会
議
員
一
般
選
挙
と
同
時
に
こ
れ
を
行
う
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
葛
尾
村
議
会

議
員
一
般
選
挙
は
、
同
法
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行

の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
と
同
時
に
こ
れ
を
行
う
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
及
び
広
野
町
議
会
議
員
一
般
選

挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
選
挙
の
投
票
用
紙
を
同
時
に
交
付
す
る
投
票
所
以
外
の
投
票
所
に
お
け
る
投
票
の
順
序
を
、
次
の

と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦
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一

福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

二

広
野
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
及
び
川
内
村
議
会
議
員
一
般
選

挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
選
挙
の
投
票
用
紙
を
同
時
に
交
付
す
る
投
票
所
以
外
の
投
票
所
に
お
け
る
投
票
の
順
序
を
、
次
の

と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

二

川
内
村
議
会
議
員
一
般
選
挙

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
、
大
熊
町
長
選
挙
及
び
大
熊
町

議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
選
挙
の
投
票
用
紙
を
同
時
に
交
付
す
る
投
票
所
以
外
の
投
票
所
に
お
け
る
投
票

の
順
序
を
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

二

大
熊
町
長
選
挙

三

大
熊
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
及
び
浪
江
町
長
選
挙
に
お
い
て
、

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
選
挙
の
投

票
用
紙
を
同
時
に
交
付
す
る
投
票
所
以
外
の
投
票
所
に
お
け
る
投
票
の
順
序
を
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

二

浪
江
町
長
選
挙

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
及
び
葛
尾
村
議
会
議
員
一
般
選

挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
選
挙
の
投
票
用
紙
を
同
時
に
交
付
す
る
投
票
所
以
外
の
投
票
所
に
お
け
る
投
票
の
順
序
を
、
次
の

と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

二

葛
尾
村
議
会
議
員
一
般
選
挙


